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2025 年 4 月 1 日 

 

電気需給約款 別表（九州電力管内） 
 

 

1．契約電力および契約容量の計算方法  

12.（電灯需要）(2)ハまたは 13.（電力需要）(1)ハの場合の契約電力は、次により算定い

たします。ただし、契約電力を算定する場合は、別途定める力率を乗じます。  

    （1） 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合  

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/ 1,000  

          なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 

ボルトといたします。  

（2） 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合  

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/ 1,000 

 

2．契約種別および料金  

（1） ファミリープラン  

イ  基 本 料 金 

基本料金は、１ヶ月につき次のとおりといたします。また、まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10 アンペアにつき 297 円 00銭 

 
（ 契約電流15アンペアの場合 445円50銭 ） 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その１ヶ月の使用電力量によって算定いたします 

最初の 120kWh までの１kWh につき 19 円 60 銭  

120kWh をこえ 300kWh までの１kWh につき 25 円 66 銭  

300kWh をこえる１kWh につき 28 円 66 銭  

（2） オフィスプラン  

イ 基 本 料 金 
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基本料金は、１ヶ月につき次のとおりといたします。また、まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は、半額といたします。 

契約容量１キロボルトアンペアにつき 297 円 00 銭  

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その１ヶ月の使用電力量によって算定いたします 

最初の 120kWh までの１kWh につき 19 円 60 銭 

120kWh をこえ 300kWh までの１kWh につき 25 円 66 銭 

300kWh をこえる１kWh につき 28 円 66 銭 

（3） お昼ｄｅオール電化プラン  

イ 基 本 料 金 

基本料金は、１ヶ月につき次のとおりといたします。また、まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は、半額といたします。 

イ）契約電力が10kW以下の場合 

１ 契 約 に つ き 1,888円 

ロ）契約電力が10kWを超える場合 

１契約につき15kWまで 4,758円 

上記をこえる１kWにつき 573円 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、季節区分及び時間帯区分の１ヶ月の時間帯別の使用電力量によって算

定いたします。 

イ）朝タイム 

 春季および秋季料金 夏季および冬季料金 

１kWh につき 25 円 00 銭 29 円 00 銭 

ロ）昼間タイム 

 春季および秋季料金 夏季および冬季料金 

１kWh につき 15 円 00 銭 17 円 00 銭 

ハ）夕タイム 
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 春季および秋季料金 夏季および冬季料金 

１kWh につき 25 円 00 銭 29 円 00 銭 

ロ）夜タイム 

１kWh につき 22 円 00 銭 

（4） 低圧電力 

イ 基 本 料 金  

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワッ

トの場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたしま

す。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約容量１キロワットにつき 962 円 32 銭  

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その１月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された

電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適

用いたします。 

なお、その１月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その１月の使用電

力量をその１月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれ

ぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開

始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針（以下「遠隔検針」といいま

す。）により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算

定いたします。  

１キロワット時につき 
夏 季 料 金 19 円 72 銭  

その他季料金 18 円 03 銭  

3．再生可能エネルギー発電促進賦課金  

（1） 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 

条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エ

ネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単

価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能

費用単価等を定める告示により定めます。-  
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（2） 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

（1）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発

電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月分の検針日か

ら翌年の 4 月分の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。当該

対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量の合計電力量とします。  

（3） 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 1 月の使用電力量に（1）に定める再生

可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお，再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は，1 円とし，その端数は，

切り捨てます。  

         

4．市場連動調整 

（1） 市場連動調整額の算定  

市場連動調整額は、毎月、次の算式によって算定された値といたします。 なお、市

場連動調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入い

たします。  

（日本卸電力取引所エリアプライス月平均取引単価＋ 

電源調達費用＋託送料金）－電気料金平均単価＋事業費 

  （2） 市場連動調整額の制限 

市場調整額は、最低額を０円とし、上限は、各電力会社管内の燃料費等調整額を越え

ない範囲に制限します。 

 

5．燃料費等調整  

（1） 燃料費調整額の算定  

イ  平均燃料価格   

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量およ

び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、平均燃

料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ× α＋Ｂ× β＋Ｃ×γ  

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格  

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格  

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格  

α＝0.0053  
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β＝0.1861  

γ＝1.0757  

                  なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格およ

び、 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格の各単位

は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。  

ロ  燃料費調整単価  

燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。 な

お、燃料費調整単価の単位は，1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五

入いたします。  

（イ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合  

 

燃料費調整単価 ＝ (27,400 円－平均燃料価格) ×   

 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合  

 

燃料費調整単価 ＝ (平均燃料価格－27,400 円) ×   

 

ハ  燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間の市場連動調整額の上限額

に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりといたします。  

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から  3 月 31 日までの期間  
その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 2 月 1 日から  4 月 30 日までの期間  その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 3 月 1 日から  5 月 31 日までの期間  その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 4 月 1 日から  6 月 30 日までの期間  その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 5 月 1 日から  7 月 31 日までの期間  
その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 6 月 1 日から  8 月 31 日までの期間  
その年の 10 月の検針日から 11 月の検針

日の前日までの期間  

毎年 7 月 1 日から  9 月 30 日までの期間  
その年の 11 月の検針日から 12 月の検針

日の前日までの期間  

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間  
その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の

検針日の前日までの期間  

(2)の基準単価 

1,000 

(2)の基準単価 

1,000 
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毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間  
翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の

前日までの期間  

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間  
翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の

前日までの期間  

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの

期間  

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の

前日までの期間  

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間(翌年が閏年となる場合は，翌年の 2

月 29 日までの期間)  

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の

前日までの期間  

  

ニ  燃料費調整額  

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を

適用して算定いたします。  

（2） 基準単価  

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたし

ます。  

１キロワット時につき  13 銭 6 厘  

 

6. 離島ユニバーサルサービス調整 

（1） 離島燃料費調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格  

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数   

量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、離

島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入し

ます。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ  

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格

     Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

 Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格  

α＝1.0000   

β＝0.0000  

γ＝0.0000  

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価

格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各

単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。  

ロ  離島ユニバーサルサービス調整単価  
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離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式に 

よって算定された値とします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、

1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。  

（イ）1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（79,300 円－離島平均燃料価格） ×    

 

（ロ）1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,500 円を上回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（離島平均燃料価格－79,300 円） ×   

 

 (ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 119.000 円を上回る場合  

平均燃料価格は、119,000 円といたします。  

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（ 119,000 円 － 79,300 円 ）  ×    

   

ハ  離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 各離島平均燃料価格算定期間の離島平均

燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃

料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整適用期間に使用される電気

に対し以下の通り適用します。  

離島平均燃料価格算定期間 離島ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から  3 月 31 日までの期間  
その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 2 月 1 日から  4 月 30 日までの期間  その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 3 月 1 日から  5 月 31 日までの期間  その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 4 月 1 日から  6 月 30 日までの期間  その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 5 月 1 日から  7 月 31 日までの期間  
その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日

の前日までの期間  

毎年 6 月 1 日から  8 月 31 日までの期間  
その年の 10 月の検針日から 11 月の検針

日の前日までの期間  

毎年 7 月 1 日から  9 月 30 日までの期間  
その年の 11 月の検針日から 12 月の検針

日の前日までの期間  

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間  
その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の

検針日の前日までの期間  

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間  
翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の

前日までの期間  

(2)離島基準単価  

1,000 

離島基準単価  

1,000 

(2)離島基準単価  

1,000 
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毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間  
翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の

前日までの期間  

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの

期間  

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の

前日までの期間  

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間(翌年が閏年となる場合は，翌年の 2

月 29 日までの期間)  

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の

前日までの期間  

ニ  離島ユニバーサルサービス調整額  

離島ユニバーサルサービス調整額は，その１月の使用電力量にロによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。  

（2） 離島基準単価  

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし，次のとおり

といたします。  

１キロワット時につき 3 厘    

 

7． 使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次のいずれかによって算定いたします。た

だし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約

電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれ

の、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

（1）前月または前年同月の使用電力量による場合  

前月または前年同月の使用電力量 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数 

（2）前 3月間の使用電力量による場合  

前 3月間の使用電力量 

 前 3月間の料金の算定期間の日数 
× 協定の対象となる期間の日数 

× 協定の対象となる期間の日数 


